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これは「就業規則第６４条（特別休日）」
どおりに出来ないことを会社自らが認める文書！

大阪第二運輸所の乗務員の勤務で、特休が１ヶ月に４日しかない月が１０月から１月まで４ヵ月
間連続でありました。
就業規則第６４条では「特別休日は、１年間に、１２０日から当該１年間における日曜日の数を除

いた日数を１ヵ月間に５日ないし６日の割合で付与する。」となっています。
日頃、乗務員の勤務において特休の数が３日しかない月や多いときは８日もある場合などま

ったくデタラメな勤務繰配となっています。
その都度、抗議し就業規則どうりの適切な勤務繰配を求めていますが、いっこうに改善され

ません。会社は、大谷川さんの年休裁判で、休日や年休の取り扱いを定めた人事部勤労課長作
成の社内文書「勤務指定時等の休日等の取扱いについて」（乙１１号証）を裁判資料で提出しまし
た。

現場では指導を無視した運用しか出来ない要員配置！
もはや何が正しいのか、何が基本なのか！？

これでは年休も入らないし！休日勤務もなくならない！
その資料には、特休の数が「５日ないし６日を付与できない場合は、可能な限り次の１箇月間

で調整するように」と書かれています。要するに、業務上就業規則どうりにならないことを前提
にした勤務繰配を行ってることを会社自らが認め、さらに翌月で特休の数を調整するようにと
勤労課長が指導しているにも関わらず、実際の現場ではそのその指導をも無視した勤務繰配し
か出来ない要員配置となっている事実があるということです。これでは、申し込んだ年休に対
して違法な時季変更が行われたり、年休が失効するのも当たり前です。
私たちは、一方的な休日勤務指定の中止と適正な要員配置を求めています。乗務員の皆さ

ん、毎月の特休や公休の数には決められたルールがあります。就業規則どうりになっているか
しっかりチェックしないと会社にごまかされますよ！

年休裁判 人事部勤労課長「勤務指定時等の休日等の取扱いについて」（乙11号証）










